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(57)【要約】
【課題】人の皮膚などに貼り付けてデータを検出するこ
とが可能なポリマー基板を得る。
【解決手段】生体適合性ポリマー基板１００は、板状の
ポリマー層（第１層）１０と、板状のポリマー層（第２
層）１１と、電極１２、１３、１４と、データ取得用モ
ジュール（検出部）１５とを備えているものである。ポ
リマー層１０は、電極１２、１３、１４を一方の面に有
しているものである。また、ポリマー層１０は、ＤＳＤ
ＴとＴＴＣとを６０℃程度～８０℃程度の範囲の温度環
境下において、１００：２～７３：１の比率で重合させ
てなるＰＤＭＳである。このＰＤＭＳは、生体適合性を
有しているものでもある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体データの検出に用いる検出部を有した生体適合性ポリマー基板であって、
　前記検出部に接続されている電極を一方の面又は内部に有した第１層を備え、
　前記第１層が、ジメチルビニル末端ジメチルシロキサンとテトラメチルテトラビニルシ
クロテトラシロキサンとを、１００：２～７３：１の比率で重合させてなるものであるこ
とを特徴とする生体適合性ポリマー基板。
【請求項２】
　前記第１層よりも硬い第２層が、前記第１層の他方の面に設けられており、
　前記第２層が、ジメチルビニル末端ジメチルシロキサンとテトラメチルテトラビニルシ
クロテトラシロキサンとを含んでいるものであることを特徴とする請求項１に記載のポリ
マー基板。
【請求項３】
　前記電極に接続されている配線が、前記第１層に埋設されていることを特徴とする請求
項１又は２に記載のポリマー基板。
【請求項４】
　前記電極に接続されている配線が、前記第２層に埋設されていることを特徴とする請求
項２に記載のポリマー基板。
【請求項５】
　前記電極が、ＤＳＤＴとＴＴＣとを１００：２～７３：１の比率で重合させてなる第３
層に埋設されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のポリマー基板
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人の皮膚などに貼付することが可能な生体適合性ポリマー基板に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、従来から、下記特許文献１に開示されているように、生体内の蠕動運動を直
接的に測定する際に適用可能とすることができる歪センサが公知となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１８９７４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１の歪みセンサは生体適合性を有しているものの被対象物
に縫いつけて取り付けなければならず、皮膚などに貼り付けて使用することができるもの
ではない（上記特許文献１の段落００３２参照）。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、人の皮膚などに貼り付けてデータを検出することが可能なポ
リマー基板を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
（１）　本発明は、生体データの検出に用いる検出部を有した生体適合性ポリマー基板で
あって、前記検出部に接続されている電極を一方の面又は内部に有した第１層を備え、前
記第１層が、ジメチルビニル末端ジメチルシロキサン（以下、ＤＳＤＴ（Dimethyl silox
ane,Dimethylvinyl-terminated）と表現することがある。）とテトラメチルテトラビニル
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シクロテトラシロキサン（以下、ＴＴＣ（Tetrametyhyl tetravinyl cyclotetrasiloxane
）と表現することがある。）とを、１００：２～７３：１の比率で重合させてなるもので
ある。
【０００７】
　上記（１）の構成によれば、第１層は生体適合性を有したものであるとともに粘性を有
しているので、皮膚などに長時間貼り付けたまま、生体データを検出することが可能であ
る。また、第１層は柔軟性があるので、皮膚などに長時間貼り付けてもストレスを最小限
に抑えることができる。また、ＤＳＤＴとＴＴＣとを１００：２の比率で含む場合には、
本発明のポリマー組成物は、皮膚などへの貼付と剥離とを何回も繰り返すことができる。
【０００８】
（２）　上記（１）の生体適合性ポリマー基板においては、前記第１層よりも硬い第２層
が、前記第１層の他方の面に設けられており、前記第２層が、ＤＳＤＴとＴＴＣとを含ん
でいるものであることが好ましい。
【０００９】
　上記（２）の構成によれば、データ検出に用いる検出部を固定しやすくなる。
【００１０】
（３）　上記（１）又は（２）の生体適合性ポリマー基板においては、前記電極に接続さ
れている配線が、前記第１層に埋設されていることが好ましい。
【００１１】
（４）　上記（２）の生体適合性ポリマー基板においては、前記電極に接続されている配
線が、前記第２層に埋設されていることが好ましい。
【００１２】
　上記（３）又は（４）の構成によれば、配線を保護することができる。また、生体適合
性ポリマー基板外に配線が出ることがないことから、配線を第２層に埋設しない場合に比
べて、生体適合性ポリマー基板をより小型化することができる。
【００１３】
（５）　上記（１）～（４）の生体適合性ポリマー基板においては、前記電極が、ＤＳＤ
ＴとＴＴＣとを１００：２～７３：１の比率で重合させてなる第３層に埋設されているこ
とが好ましい。
【００１４】
　上記（５）の構成によれば、電極を保護することができるとともに、人の皮膚などに貼
り付けた場合の電極による接触的なストレスをなくすことができる。また、電極分の貼り
付け面積を減少させることも可能であるため、電極を第３層に埋設しない場合に比べて、
生体適合性ポリマー基板をより小型化することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る生体適合性ポリマー基板を示した概略図であって、
（ａ）が側面図、（ｂ）が上視図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る生体適合性ポリマー基板を示した側面概略図である
。
【図３】本発明の実施例１及び比較例９に係るポリマー組成物のスチロールへの貼り付き
性の実験結果を示すグラフである。
【図４】本発明の実施例１及び比較例９に係るポリマー組成物の人の皮膚への貼り付き性
の実験結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
＜第１実施形態＞
　以下、図１を用いて、本発明の第１実施形態に係る生体適合性ポリマー基板について説
明する。
【００１７】
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　生体適合性ポリマー基板１００は、板状のポリマー層（第１層）１０と、板状のポリマ
ー層（第２層）１１と、電極１２、１３、１４と、データ取得用モジュール（検出部）１
５とを備えているものである。
【００１８】
　ポリマー層１０は、電極１２、１３、１４を一方の面に有しているものである。また、
ポリマー層１０は、ＤＳＤＴとＴＴＣとを６０℃程度～８０℃程度の範囲の温度環境下に
おいて、１００：２～７３：１の比率で重合させてなるＰＤＭＳである。このＰＤＭＳは
、生体適合性を有しているものでもある。
【００１９】
　ポリマー層１１は、ポリマー層１０の他方の面に設けられており、ポリマー層１０より
も硬いものである。また、ポリマー層１１は、ポリマー層１０側の面と反対側の面にデー
タ取得用モジュール１５を有している。なお、ポリマー層１１は、ＤＳＤＴとＴＴＣとを
６０℃程度～８０℃程度の範囲の温度環境下において、１０：１～９：２の比率で重合さ
せてなるＰＤＭＳからなるものでもよいし、ポリイミドからなるものであってもよい。
【００２０】
　電極１２、１３、１４は、被対象物からデータを取得するための部位であり、順に、配
線１６、１７、１８を介して、データ取得用モジュール１５に接続されている。なお、配
線１６、１８の一部及び配線１７は、ポリマー層１０、１１に埋設されており、保護され
ている。
【００２１】
　データ取得用モジュール１５は、電極１２、１３、１４及び配線１６、１７、１８を介
して得た生体データなどを記憶する記憶部と、外部と前記記憶部における生体データなど
を送受信可能に接続することができる送受信部（図示せず）とを有した基板である。
【００２２】
　次に、電極１２、１３、１４側を人の皮膚に貼り付けた際の生体適合性ポリマー基板１
００の動作について説明する。まず、電極１２、１３、１４において、人の皮膚から心筋
由来電圧信号を検出し、順に、配線１６、１７、１８を介して、データ取得用モジュール
１５に送信する。心筋由来電圧信号を受信したデータ取得用モジュール１５は、記憶部に
おいて、心筋由来電圧信号を記憶する。記憶された生体データは、前記送受信部から外部
のデータ蓄積部（図示せず）に送信され、該生体データが蓄積される。
【００２３】
　本実施形態によれば、ポリマー層１０は生体適合性を有したものであるとともに粘性を
有しているので、皮膚などに長時間貼り付けたまま、生体データを検出することが可能で
ある。また、ポリマー層１０は柔軟性があるので、皮膚などに長時間貼り付けてもストレ
スを最小限に抑えることができる。
【００２４】
　また、ポリマー層１０よりも硬いポリマー層１１により、データ取得用モジュール１５
を生体適合性ポリマー基板１００に固定しやすくなっている。
【００２５】
＜第２実施形態＞
　次に、図２を用いて、本発明の第２実施形態に係る生体適合性ポリマー基板について説
明する。なお、本実施形態における符号２０～２８の部位は、順に、第１実施形態におけ
る符号１０～１８の部位と同様のものであるので、説明を省略することがある。
【００２６】
　生体適合性ポリマー基板２００は、ポリマー層（第３層）２９とポリマー層３０とを有
している点で、第１実施形態における生体適合性ポリマー基板１００と異なっている。
【００２７】
　ポリマー層２９は、ポリマー層２０の電極２２、２３、２４側の面に設けられており、
電極２２、２３、２４を覆うように保護している。なお、ポリマー層２９は、ポリマー層
２０と同様の材質からなるものである。
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　ポリマー層３０は、ポリマー層２１のモジュール２５側の面に設けられており、モジュ
ール２５及び配線２６、２８を覆うように保護している。なお、ポリマー層３０は、ポリ
マー層２１と同様の材質からなるものである。
【００２９】
　本実施形態によれば、第１実施形態と同様の作用効果を奏することができる。また、ポ
リマー層３０内にモジュール２５及び配線２６、２８を埋設することで、モジュール２５
及び配線２６、２８を保護することができる。また、ポリマー層３０内に配線２６、２８
を埋設しない場合に比べて、生体適合性ポリマー基板２００を小型化することができる。
【００３０】
　また、人の皮膚などに貼り付けた場合の電極２２、２３、２４による接触的なストレス
をなくすことができる。また、電極２２、２３、２４分の貼り付け面積を減少させること
も可能であるため、電極２２、２３、２４をポリマー層２９に埋設しない場合に比べて、
生体適合性ポリマー基板２００をより小型化することが可能である。
【実施例】
【００３１】
　次に、実施例を用いて、上記第１実施形態に係るポリマー層１０を構成するポリマー組
成物について説明する。
【００３２】
　下記表１の実施例１～４及び比較例１～８に示した体積比で、ＤＳＤＴとＴＴＣとを混
合した後、８０℃の環境下で放置し、ポリマー組成物を生成することを試みた。その結果
、比較例６～８についてはポリマー組成物を生成することができなかったが、実施例１～
４及び比較例１～４については、ポリマー組成物を生成することができた。なお、実施例
１～４及び比較例１～４の条件で生成されたポリマー組成物を、各条件につき数個ずつ作
成し、該ポリマー組成物それぞれについて人の皮膚への貼り付き耐久性を調査した。該調
査の結果を表１に示す。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　表１から、生体適合性を有した実施例１～４に係るポリマー組成物は、直接、人の皮膚
などに長期間貼り付けることが可能であることがわかった。実施例２～４に係るポリマー
組成物に関しては、実施例１に係るポリマー組成物よりも粘着性は強いが、柔らかいため
に貼り付けた場所から移動してしまうことがあった。
【００３５】
　また、実施例１に係るポリマー組成物と比較例９に係る市販商品（ジョンソン・エンド
・ジョンソン（株）製のＢＡＮＤ－ＡＩＤ（登録商標））とについて、スチロールの表面
と人の皮膚とに貼ったり剥がしたりすることを繰り返して、貼り付き性の変化を調査した
。スチロールの表面について行った調査の結果を図３のグラフに示し、人の皮膚について
行った調査の結果を図４のグラフに示す。なお、実施例１に係るポリマー組成物又は比較
例９に係る市販商品を被対象物に貼って剥がしてという２つの作業を１サイクルと定義し
、図３及び図４のｘ軸にサイクル数を示す。また、図３及び図４のｙ軸は、実施例１に係
るポリマー組成物と比較例９に係る市販商品を剥がす際に必要な張力の値を示すものであ
る。
【００３６】
　図３及び図４のグラフから、実施例１に係るポリマー組成物の貼り付き性は、スチロー
ルの表面について行った調査では、８０回未満では異なるものの８０回以上で比較例９に
係る市販商品と同様のものとなった。また、実施例１に係るポリマー組成物の貼り付き性
は、人の皮膚について行った調査では、４０回未満では異なるものの４０回以上で比較例
９に係る市販商品と同様のものとなった。なお、実施例１に係るポリマー組成物の貼り付
き性は、最初から２００回まで上記サイクルを繰り返しても変化せず、安定したものであ
ることがわかった。したがって、実施例１のポリマー組成物は、被貼付物への貼付と剥離
とを何回も繰り返すことができることがわかった。すなわち、実施例１のポリマー組成物
を何回も使用することができることから、実施例１のポリマー組成物は、被貼付物への貼
付と剥離とが１回でできなくなってしまうものに比べて経済的である。
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　なお、実施例２～４に係るポリマー組成物については、スチロールの表面又は人の皮膚
に貼り付くものの、剥がすと、該ポリマー組成物がスチロールの表面又は人の皮膚にいく
らか残留するという状況になった。
【００３８】
＜変形例＞
　なお、本発明は上記実施形態及び実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基
づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。例え
ば、上記実施形態及び実施例においては、少なくとも２つのポリマー層を有したものであ
るが、１つのポリマー層の一方の面にモジュールが搭載できるとともに、他方の面が人の
皮膚に貼り付けることができるように構成してもよい。
【００３９】
　また、上記第２実施形態においては、ポリマー層２０とポリマー層２９とを同様の材質
（ＰＤＭＳ）からなるものとしたが、ポリマー層２０をポリイミドなどの柔軟性を有した
他のポリマーで構成してもよい。
【００４０】
　また、上記第２実施形態においては、ポリマー層３０とポリマー層２１とを同様の材質
からなるものとしたが、所定の柔軟性を有したものであれば、異なる材質からなるもので
あってもよい。
【００４１】
　また、上記第２実施形態においては、モジュール２５及び配線２６、２８をポリマー層
３０内に埋設したが、モジュール２５及び配線２６、２８のうちいずれか１つ以上を埋設
するだけでもよい。また、ポリマー層３０を設けない構成としてもよい。
【符号の説明】
【００４２】
　１０、１１、２０、２１、２９、３０　ポリマー層
　１２、１３、１４、２２、２３、２４　電極
　１５、２５　データ取得用モジュール
　１６、１７、１８、２６、２８　配線
　１００、２００　生体適合性ポリマー基板
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